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　新年が始まり1か月近くとなりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
　新年にあたり、新しい目標をもって過ごされている方もいらっしゃると思います。
　と、思えば間もなく年度末。退職を控え、落ち着かない日 を々送っている方もいるのではないでしょうか？
　退職関係諸手続きで分からないことがあれば、健康福利課、公立学校共済組合、香川県教職員互助会まで、遠慮せ
ずにご相談ください。　（k）
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頭痛を病み、心も懐も
痛くならないために

退職後に加入する医療保険制度について
交通事故によるケガで「組合員証」を
使用して治療した場合
公務災害と組合員証
「医療費のお知らせ」を送付します
共済組合貸付けのご案内

ヘルスサポート事業 クピオプラス

令和4年度
ウォーキンググランプリを開催しました
香川支部HP組合員専用ページのご案内

令和5年3月末退職を
予定されている方へ
令和4年度メンタルヘルス相談事業

ご家庭にお持ち帰りになり、
ご家族みんなでご覧ください。

公立学校共済組合香川支部
からのお知らせ

「新日本百名山」のひとつ、飯野山の別名は“讃岐富士”。その名の通り、なだ
らかな裾野が美しい山。片道約1時間で登れる気軽さから、ウォーキングや
ハイキングに人気の山。

讃岐富士を望む初日の出（丸亀市）

♥相談（来所・電話）は無料です。
♥匿名でも相談できます。

♥相談内容の秘密は厳守します。
♥休暇・休職中の方もご利用できます。

※完全予約制

相談日時

場所

月～金曜日　9：00～17：00

健康福利課内健康相談室（面接相談は教職員相談室でも可）
高松市天神前6-1　天神前分庁舎3F

月～金曜日　8：30～17：00予約
受付 087-832-3860

087-832-3798TEL

相談日時

場所

第2・3・4土曜日　9：00～12：00　13：00～17：00

教職員相談室
高松市西内町7番11号　香川県高等学校PTA会館2F

月～金曜日　8：30～17：00予約
受付 087-832-3860

087-832-3798TEL

TEL 087-823-8349

（管理監督者のための相談を含む）令和4年度 メンタルヘルス相談事業

No.

194
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元気のたね

令和5年3月末退職を予定されている方へ

お問い合わせ：年金担当　☎087－832－3795

退職関係諸手続について

▲

日時：令和5年2月7日（火）　13：00～16：00

▲

会場：レクザムホール大ホール

説明会 （参加希望者のみ。事前申込不要。）

▲

日時：令和5年2月24日（金）　9：30～16：30

▲

会場：サンメッセ香川サンメッセホール（大会議室）

書類受付 （会場での受付希望者のみ。事前申込不要。）

　今年度の退職関係諸手続は、退職予定者のいらっしゃる所属所あてに関係書類を送付し、受付
会場又は郵送等で受付を行います。
　説明会については、参加を希望する者のみを対象に実施します。
　詳細については、令和4年11月21日に各所属長に送信しました通知文書及び令和5年1月下旬
に送付します退職関係諸手続書類をご覧ください。
　説明会への参加を希望する方は、咳エチケット、マスクの着用、手洗い・手指消毒の励行のご
協力をお願いします。
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退職後に加入する医療保険制度について

共済組合貸付けのご案内
　共済組合では、以下の各種貸付事業を実施しています。

一般貸付け
物品（車･家電等）の購入・旅行費用など

･貸付限度額　200万円
･年利　1.32%（注１）
･最長10年返済

（生活資金や借金返済には使えません。）

教育貸付け
授業料･下宿家賃など

民間教育ローンからの借換えも可能

･貸付限度額　550万円
･年利　1.32%（注１）
･最長20年10か月返済
･小学校、中学校、義務教育学校も対象
（1年間に必要な額まで。以降は借換え対応となります。）

共済組合本部のHPで
「返済シミュレーション」ができるケロ！

詳しくは
https://www.kouritu.or.jp/kumiai/shikin/

　他にも  」造構護介「 」祭葬「 」療医「 」婚結「 等
の貸付けを行っています。
　詳細については、香川支部までお問い合わせください。
共済組合ＨＰにも掲載しています。

（注１）現時点の利率です。今後の金利情勢に伴い変動する可能性があります。　（注2）限度額は、組合員期間や給料月額等により変動します。
（注3）貸付金額100万円未満では利用できません。

共済組合貸付けの特徴

　組合員が退職すると、その翌日から組合員資格を喪失し、組合員証・被扶養者証を使用することができなくなり
ます。その場合、下表のいずれかの医療保険制度に加入することになりますので、参考にしてください。

●任意継続組合員とは？
　退職の日の前日までに引き続き1年以上組合員であった者で、退職の日から起算して20日を経過する日までに任意継続加
入申出をし、所定の掛金を納入すると、在職中と同様に医療給付等を受けることができます。加入期間は最長2年間です。ま
た、被扶養者も資格要件が変わらない限り、そのまま任意継続組合員の被扶養者となります。
※地方公務員共済組合制度の非常勤職員への適用拡大により、令和4年10月1日前に健康保険の被保険者であり、令和4年10月1日に短期
組合員となった組合員は、任意継続組合員の加入要件である「退職の日の前日までに引き続き1年以上組合員であった者」については、
令和4年10月1日前の健康保険の被保険者であった間、共済組合の組合員であったものとみなす経過措置が設けられました。
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再就職先の健康保険に加入
となる

家族が加入している健康
保険等の被扶養者になれる

公立学校共済組合の
任意継続組合員になる

国民健康保険の
被保険者

Ａ 健康保険・共済組合
の被扶養者

B 健康保険の被保険者
または共済組合の組合員
D任意継続組合員

（最長２年間加入できます）
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する。

退職の日から20日以内
に掛金の納入が必要
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金 前年の収入を基準に算出 負担なし 健康保険または共済組合

により異なる
事業主負担がなくなるた
め、最大で現職時の２倍

交通事故によるケガで「組合員証」を使用して治療した場合交通事故によるケガで「組合員証」を使用して治療した場合交通事故によるケガで「組合員証」を使用して治療した場合
　交通事故等第三者の加害行為によるケガや病気の治療に要する費用は、加害者が負担することとなっており、
原則として組合員証を使用して治療を受けることはできません。しかし、治療費を直ちに加害者に負担させるこ
とが困難な場合等、やむを得ない場合に限り組合員証を使用することができます。
●交通事故の場合、以下の点に注意しましょう
　①必ず警察に届けるとともに、軽いケガであっても医師の診断を受けましょう。
　②加害者（氏名・住所・連絡先等）、加害車両（保有者・車種・登録番号等）を確認しましょう。
　③加害者が加入している自賠責保険・任意保険（保険会社・保険証番号・契約者等）を確認しましょう。
　④示談は急がず慎重に行いましょう。
　⑤交通事故等で組合員証を使用し治療を受けた場合、病院からの治療費の請求では、加害者・被害者・自損事故の区別が
つきません。また、法律でも報告が義務付けられていますので、必ず共済組合に連絡をしてください。

交通事故によるケガで「組合員証」を使用して治療した場合
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公務災害と組合員証公務災害と組合員証公務災害と組合員証
　公務上の傷病や通勤途中の事故による負傷の治療には、原則として組合員証は使用できません。
　その傷病の治療費の負担は、地方公務員災害補償基金が行います。

公務災害と組合員証

　公務災害に認定されるまでの負担は？
　医療機関と相談の上、認定されるまで支払いを留保してもらうか、いったん全額を支払い、認定後に地方公務員災
害補償基金へ請求してください。

住宅貸付け
新築･リフォーム･修繕･土地の購入など

（注１）

･貸付限度額　1,800万円（注２）
･年利　1.32%
･最長30年返済
（抵当権の設定等の担保は不要です。）

「医療費のお知らせ」を送付します「医療費のお知らせ」を送付します
　組合員の皆様や被扶養者の皆様に、ご自身の健康や医療費について理解をより深めていただき、病気の予防や健康
づくりに役立てていただけるよう「医療費のお知らせ」をお手元にお届けします。

●「医療費のお知らせ」の送付について

　「医療費のお知らせ」を確定申告（医療費控除）に使用する場合、令和4年12月診療分の医療費は記載されていません
ので、国税庁が別途定める方法により行う必要があります。

●医療費控除の申告に「医療費のお知らせ」を使用することができます。

令和5年2月中旬　所属所あて送付送付時期

令和3年12月から令和4年11月対象期間

令和5年1月1日時点で共済組合の資格がある組合員及び被扶養者対 象 者

利便性 ・返済は給与からの控除でらくらく
・一部・全部繰上げ返済も可能

・ボーナス併用返済（注3）も可能
・原則、職場で手続きが完了

安心 ・育児休業中でも貸付けＯＫ ・休業中の返済猶予制度あり

費用 ・申込み、繰上げ返済などの手数料はすべて無料
・担保、保証人等は不要

・返済は給与からの控除でらくらく
・一部・全部繰上げ返済も可能

・ボーナス併用返済（注3）も可能
・原則、職場で手続きが完了

・育児休業中でも貸付けＯＫ ・休業中の返済猶予制度あり

・申込み、繰上げ返済などの手数料はすべて無料
・担保、保証人等は不要
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初回ログイン方法

健康ポイント付与条件

ココを確認！

初回登録に必要な認証コードがわからない場合

まずは初回登録が必要となります。
初回登録はインターネットで
『クピオプラス』で検索するか、
右の【初回登録用】から手続きできます。

【初回登録用】 ●サポート窓口
　（0120-818-448）
　　または
●右のQRコードから入って、
　「認証コード発行画面はこちら」より
　確認できます。
　（香川支部のホームページ最下部「QUPiO+」
　　バナーからもアクセスできます。）
　※手続きには組合員証番号が必要です。

【認証コード確認用】

登録に必要なもの
●認証コード
●組合員証

抽選会のお知らせ

１口500ポイント（何口でも応募可能）

３/1（水）～３/31（金）応募期間

まだログインしたことない方は
初回ログインポイント500pt!!

令和4年度

参加者の1日平均歩数
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参加者全体の１日平均歩数は、
10,951歩でした。

ウォーキンググランプリを開催しましたヘルスサポート事業 すでに1,500名の組合員の方が
ご登録されました！

すでに1,500名の組合員の方が
ご登録されました！

　健康づくりを応援するためのインターネットサービスを利用して、日々の体重や歩数を記録したり、健診
結果に基づいた情報をみることができます。
　健診結果や健康づくりへの取り組みなどに応じて、健康ポイントが付与され、県産品や健康グッズなどと
交換できます。
　まだ利用していない方は、ぜひ登録してください。

登録用の「認証コード」は、初めて公立学校共済組合の資格を取
得した方に、取得後約2か月後にはがきを所属所宛に送付してい
ます。
また、40歳以上の特定健診を受診した方に送付しているQUPiO
冊子の9ページ目にも記載されていますのでご確認ください。
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健康コラムの閲覧 （月次）
健診結果評価
（肥満・脂質・血圧・血糖・肝機能）

＊40歳未満の方はご自身で
  健診結果を入力してください。

特定保健指導利用
初回面接利用

各項目が
基準値以内

喫煙無し

最終評価終了

ポイントに関する注意事項
・健康ポイントは、2年度内有効です。（昨年度獲得したポイントは、今年度末で失効します。）
・4月中はポイント交換を停止します。
・退職後はポイントが失効し、商品交換はできません。
・ポイント反映までに時間がかかる場合があります。

次年度、商品交換に必要なポイントが
変わるものがありますのでご注意くだ
さい。

年度末に健康グッズなどの商品が当たる抽選会を
行います。
賞品や応募方法などの詳細は、QUPiO Plusのサ
イト内でご案内します。忘れずにチェックしてく
ださい。

　10月1日から10月31日までの1か月間、組合員3人1組のチーム戦と個人戦のウォーキンググランプリを開
催しました。チーム戦には60チーム、今年初めての個人戦には211人が参加しました。
　普段の活動量は、一人ひとり違いますが、いつもより体を動かすことを意識して、取り組んでいただきま
した。

2月1日から28日まで、QUPiO Plus主催のウォーキングイベントが開催されます。
寒い時期ではありますが、普段より少しでも体を動かすきっかけづくりにぜひご参加ください。
エントリーは1月25日からです。詳細は、QUPiO Plusサイト内でご確認ください。

香川支部HP組合員専用ページのご案内
健康相談事業のご案内や広報誌のバックナンバー、各種様式ダウンロードなど、組合員の皆さまに役立つ情報を
掲載しています。ぜひアクセスしてみてください！

ここをクリック

組合員証番号と
生年月日を入力

「事務担当者専用ページ」へは、
　ID：kagawa37　　PW：kagawajimu22
※“22”の部分は西暦下2桁で、毎年7月1日に更新されます。

◆　お知らせ　◆
　公立学校共済組合香川支部では、香川県が委託事業として実施する「レセプト情報を活用した診療支援システム」に
参加しています。
　この事業は、支部が保有・管理する患者（組合員及び被扶養者）の過去の診療報酬明細書（レセプト）情報を本人の同
意のもと、医師等が速やかに把握し、より円滑かつ適切な診療に役立てることを目的としています。
　具体的には、支部がレセプトデータから「傷病名、投薬、処置、検査、手術、画像診断」等の限定的なデータを抽出しサー
バに保存、同時に資格情報も暗号化して保存します。医師は、機器認証された情報端末に IDとパスワードを用いて認
証を行い、患者（組合員及び被扶養者）の同意（第三者提供についての同意）を得た場合のみ当該情報を閲覧することが
できます。
　なお、個人情報の取扱いについては、ホームページをご覧ください。
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　新年が始まり1か月近くとなりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
　新年にあたり、新しい目標をもって過ごされている方もいらっしゃると思います。
　と、思えば間もなく年度末。退職を控え、落ち着かない日 を々送っている方もいるのではないでしょうか？
　退職関係諸手続きで分からないことがあれば、健康福利課、公立学校共済組合、香川県教職員互助会まで、遠慮せ
ずにご相談ください。　（k）
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頭痛を病み、心も懐も
痛くならないために

退職後に加入する医療保険制度について
交通事故によるケガで「組合員証」を
使用して治療した場合
公務災害と組合員証
「医療費のお知らせ」を送付します
共済組合貸付けのご案内

ヘルスサポート事業 クピオプラス

令和4年度
ウォーキンググランプリを開催しました
香川支部HP組合員専用ページのご案内

令和5年3月末退職を
予定されている方へ
令和4年度メンタルヘルス相談事業

ご家庭にお持ち帰りになり、
ご家族みんなでご覧ください。

公立学校共済組合香川支部
からのお知らせ

「新日本百名山」のひとつ、飯野山の別名は“讃岐富士”。その名の通り、なだ
らかな裾野が美しい山。片道約1時間で登れる気軽さから、ウォーキングや
ハイキングに人気の山。

讃岐富士を望む初日の出（丸亀市）

♥相談（来所・電話）は無料です。
♥匿名でも相談できます。

♥相談内容の秘密は厳守します。
♥休暇・休職中の方もご利用できます。

※完全予約制

相談日時

場所

月～金曜日　9：00～17：00

健康福利課内健康相談室（面接相談は教職員相談室でも可）
高松市天神前6-1　天神前分庁舎3F

月～金曜日　8：30～17：00予約
受付 087-832-3860

087-832-3798TEL

相談日時

場所

第2・3・4土曜日　9：00～12：00　13：00～17：00

教職員相談室
高松市西内町7番11号　香川県高等学校PTA会館2F

月～金曜日　8：30～17：00予約
受付 087-832-3860

087-832-3798TEL

TEL 087-823-8349

（管理監督者のための相談を含む）令和4年度 メンタルヘルス相談事業

No.

194
2023.1.25

元気のたね

令和5年3月末退職を予定されている方へ

お問い合わせ：年金担当　☎087－832－3795

退職関係諸手続について

▲

日時：令和5年2月7日（火）　13：00～16：00

▲

会場：レクザムホール大ホール

説明会 （参加希望者のみ。事前申込不要。）

▲

日時：令和5年2月24日（金）　9：30～16：30

▲

会場：サンメッセ香川サンメッセホール（大会議室）

書類受付 （会場での受付希望者のみ。事前申込不要。）

　今年度の退職関係諸手続は、退職予定者のいらっしゃる所属所あてに関係書類を送付し、受付
会場又は郵送等で受付を行います。
　説明会については、参加を希望する者のみを対象に実施します。
　詳細については、令和4年11月21日に各所属長に送信しました通知文書及び令和5年1月下旬
に送付します退職関係諸手続書類をご覧ください。
　説明会への参加を希望する方は、咳エチケット、マスクの着用、手洗い・手指消毒の励行のご
協力をお願いします。


